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１ はじめに

鹿児島市では、総合計画の効率的かつ計画的な推進に資するとともに、市民

の視点に立った成果重視型の行財政運営の実現を図るため、平成１６年度から

事務事業評価（内部評価）に取り組み、１８年度からは、客観性及び透明性を

高めるため、「鹿児島市行政評価市民委員会」を設置し、それまでの内部評価

に加え市民の視点に立った外部評価を行っている。

２１年度には、第四次総合計画の目標年度である２３年度に向けて各施策の

仕上げ段階を迎えたことから、事務事業の上位に位置付けられる政策及び施策

を対象に評価を行っている。

この度、平成２４年度から第五次総合計画がスタートすることに伴い、「鹿

児島市行政評価市民委員会」も新たな委員により再開することとなった。

今年度から２６年度の３年間にかけて第五次総合計画の全２４基本施策の

事務事業を対象に評価を行うこととし、今年度は、６施策１８１事業の中から

３５事業を評価対象として選定し、これらの事務事業が効率的かつ効果的に行

われているかについて、市民の立場から、精力的に評価作業に取り組んだ。

この外部評価報告書が鹿児島市の施策や事務事業の成果向上、行財政運営の

効率性、透明性の向上に寄与することを願い、平成２４年度外部評価の結果を

報告する。
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２ 鹿児島市行政評価市民委員会

(1) 開催状況

評価にあたっては、全８回の会議を行った。その内容等は次のとおりである。

平成24年 6月26日（火）

(1)会長及び副会長の選出等

(2)鹿児島市の行政評価について

(3)行政評価市民委員会の運営方法について

平成24年 7月 3日（火） (1)評価対象事業の選定について

平成24年 7月20日（金）
(1)評価対象事業の確認について
(2)事業実施課へのヒアリング

平成24年 7月27日（金) (1)事業実施課へのヒアリング

平成24年 8月 3日（金) (1)事業実施課へのヒアリング

平成24年 8月10日（金) (1)事業実施課へのヒアリング

平成24年 8月17日（金) (1)評価についての協議

平成24年10月 3日（水) (1)報告書のまとめ

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

会 議 開 催 期 日 会 議 内 容

第1回

第2回

第3回
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(2) 委員名簿（５０音順）

役 職 氏　　　　　　名 所 属 等

会 長 　　石
いし

　塚
づか

　　孔
よし

　信
のぶ

鹿 児 島 大 学 法 文 学 部 教 授

副 会長 　　大
おお　

　脇
わき

　　通
みち

　孝
たか

弁 護 士

委 員 　　上
かみ

　池
いけ

　　美
　み

　穂
　ほ

公 募 委 員

委 員 　　川
かわ

　邉
なべ

　　佳
よし

　乃
 の

ｔ ａ ｕ ｗ ｏ r ｋ ｓ 代 表

委 員 　　竹
たけ

　中
なか

　　啓
ひろ

　之
ゆき

鹿児島県立短期大学商経学科准教授

委 員 　　玉
たま

　川
がわ

　　　惠
めぐみ

株式会 社丸屋本 社代 表取 締役 社長
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３ 平成２４年度の外部評価の方法

(1) 評価の対象

第五次鹿児島市総合計画第 1 期実施計画（平成２４年度～２６年度）に掲

載されている事務事業を対象に評価を行った。

【参考：行政評価のスケジュール（実施年度）】
平成２４年度から２６年度にかけて事務事業評価を、平成２７年度に施策評

価を行う予定である。

(2) 評価対象事業の選定

平成２４年度の市民委員会の評価対象とする事務事業については、２４年

度行政評価の対象である６基本施策の１８１事業について市から概要説明を

受けた後、各委員から評価の対象としたい事業を選出してもらい、これをも

とに当委員会として３５事業を選定した。

【参考：事務事業評価の実施方針】

１ 事務事業評価の対象事業

第五次鹿児島市総合計画第 1 期実施計画に掲載されている事務事業。ただ

し、以下の事業を除く。

(1) 新規・拡充事業

(2) 本市に裁量の余地がない事業（児童扶養手当など）

(3) 予算を伴わない事業

(4) 教育委員会の事業（独自に「教育委員会活動の点検・評価」を実施しているため）

２ ２４年度の評価対象分野

第五次鹿児島市総合計画の基本施策を単位として全体をおおむね１／３ず

つに分けて、２４年度から２６年度までの３か年で実施する。２４年度に対

象とする基本施策は次のとおり。

政策・施策・事務事業評価の体系

施策

事務事業

政策 ・・・・・基本目標

・・・・・基本施策

政策評価

施策評価（27年度実施予定）

事務事業評価（24～26年度実施予定）

目的

手段

目的

手段 ・・・・・実施計画



5

〈事務事業評価 評価計画（２４年度～２６年度）〉

基本

目標

基本

施策
24年度 25年度 26年度

1 市民と行政が拓く協働と連携のまち

1 地域社会を支える協働・連携の推進 ○

2 自主的・自立的な行財政運営の推進 ○

2 水と緑が輝く人と地球にやさしいまち

1 低炭素社会の構築 ○

2 循環型社会の構築 ○

3 うるおい空間の創出 ○

4 生活環境の向上 ○

3 人が行き交う魅力とにぎわいあふれるまち

1 地域特性を生かした観光・交流の推進 ○

2 中心市街地の活性化 ○

3 地域産業の振興 ○

4 農林水産業の振興 ○

4 健やかに暮らせる安全で安心なまち

1 子育て環境の充実 ○

2 高齢化対策の推進 ○

3 きめ細かな福祉の充実 ○

4 健康・医療の充実 ○

5 生活の安全性の向上 ○

6 総合的な危機管理・防災力の充実 ○

5 学ぶよろこびが広がる誇りあるまち

1 学校教育の充実 ○

2 生涯学習の充実

3 市民文化の創造

4 スポーツ・レクリエーションの振興

5 人権尊重社会の形成 ○

6 市民生活を支える機能性の高い快適なまち

1 機能性の高い都市空間の形成 ○

2 快適生活の基盤づくり ○

3 市民活動を支える交通環境の充実 ○

(3) 評価の方法

各事業の担当課に委員会に出席頂き、評価資料をもとに事業担当課へヒア

リングを行い、必要性、有効性、効率性、公平性といった視点から事業をチ

ェックし、評価を行った。

評価の視点 内　　　　　　　　　　　　容

必要性 事業の必要性は高まっているか、市以外に実施主体はないか

有効性 指標の達成度や成果向上への見直し等は妥当か

効率性 事業手法、事業の統合、コスト縮減の工夫は妥当か

公平性 受益者負担は適切か
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(4) 評価区分

評価区分は、内部評価と同様に次のとおりとした。

評　価　区　分 内　　　　容

Ａ　継続 引き続き改善・工夫に努めながら継続する

Ｂ　見直し 事業の実施方法等を見直す必要がある

Ｃ　統合 事業の統合を検討すべき

Ｄ　縮小 事業規模を縮小する必要がある

Ｅ　休止 制度は必要だが、事業を休止すべき

Ｆ　廃止 制度自体を廃止すべき

Ｇ　終了 事業の終期に合わせて、終了すべき

(5) 意見集約

ヒアリング実施後、評価資料及びヒアリングの結果を踏まえ、各委員が

個別に評価し、その後、委員間の意見集約を図り、当委員会としての意見

を取りまとめた。

集約できなかった意見で、特に市に参考意見として伝えるべきと判断し

たものについては、「少数意見」として記載した。
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４ 外部評価結果の概要

(1) 外部評価結果の総評

平成２４年度の外部評価は、３５の事務事業を対象に評価を行った。

その評価の詳細は１０ページ以降に記載しているが、その中でも、特に重

要であり、今後、市が積極的に検討すべき主なものを次の５項目にまとめた。

これらの点については、外部評価の対象とした事業だけでなく、それ以外の

市が行っている全事業においても、見直しを検討し、改善に努めるべきであ

る。

① 適切な指標の設定

成果指標について、数値によらないものも多く、数値による指標が設定

されている場合でも、事業の一部の状況を示しているに過ぎないものなど、

事業の進捗や成果の把握が困難なものが見受けられた。

また、事業の実施回数や件数等の活動指標についても、事業全体の活動

量を把握する上で、よりふさわしい他の指標があるのではないかと思われ

るものが見受けられた。

指標については、事業全体の活動量や成果を明確に表す指標を設定する

ことは困難な場合もあるが、事業目的の達成度を数値で確認し、事業の必

要性、有効性、効率性を測る上で重要な要素であることから、工夫を凝ら

し適切な指標設定に努める必要がある。

② 社会経済情勢や市民ニーズの変化等に伴う事業の見直し

申請が全くない補助制度や利用件数が低迷している施設など、事業環境

やニーズの変化への対応が不十分なものが見受けられた。

適切なサービスを効果的に提供していくためには、社会経済情勢や市民

ニーズの変化に即して、時機を失することなく不断の見直しを進めていく

必要がある。

サービスを利用する人が今何を求めているのかという視点から、事業の

やり方等を柔軟に見直し、成果向上を図っていただきたい。また、事業自

体の必要性が低下しているものについては、廃止を含め抜本的見直しを進

めるべきである。
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③ 最少のコストで最大の効果を上げる不断の見直しの検討

事業の実施にあたっては、常に最少のコストで最大の効果を上げる努力

が必要である。

例えば、民間委託を積極的に活用することは、効率的に事業を推進する

上で有効であるが、状況の変化により必要性の低下している業務が含まれ

ていないか、関連業務を一括委託することで経費を節減できないかなど、

より効率的、効果的に実施するために見直すべき点はないか、常に精査を

行い、見直しを検討すべきである。

④ ホームページでの情報提供の充実

インターネットや多機能携帯電話（スマートフォン）の普及に伴い、ホ

ームページでの情報提供はますます重要になってきており、本市において

も、各事務事業についてホームページを活用して情報提供が行われている

が、必要な情報を探しにくい、情報が不足している、更新頻度が低いなど

の改善すべき点が見受けられた。

ホームページでの情報提供については、内容の充実はもとより、情報に

簡単にたどり着けるように改善するほか、情報通信技術の進展に対応した

機能強化を図るなど、改善、充実を図るとともに、アクセス件数を確認す

るなど、効果の把握にも努めるべきである。

⑤ 補助事業の実績の精査と効果的な補助のあり方の検討

市が補助金を支出する事業については、対象事業が目的に基づき適切に

執行されているか、事業実績の精査を行うとともに、補助対象の経費につ

いてもその必要性について検証すべきである。

今回、各団体に対し毎年同額の補助を長年継続しているケースが見受け

られたが、各種団体に対する運営補助については、各団体の自主的、効率

的な運営努力や活動の活発化を促す面からも、事業補助への切り替えを含

め、今後の運営補助のあり方について見直しを検討すべきである。

また、負担金についても、同様にその必要性を検証し見直しを検討すべ

きである。
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(2) 評価結果の活用

外部評価の結果においては、できるだけ多くの改善点等を示すとともに、

欄外には委員会の中で出た少数意見も付記している。改善点等を踏まえ、積

極的に事業の見直しの検討を行い、次年度以降の予算編成に活用していただ

きたい。

また、少数意見についても、市民の視点からはこのような意見・考えもあ

ることを認識して事業を行っていただきたい。

(3) 評価結果のフォローアップ

行政評価の導入目的の一つとして、行政が行っている事務事業を見直すこ

とをシステムとして機能させることがあげられる。そのため、事業実施課は

評価結果を踏まえ、実際に成果向上に向けた改善に取り組んでいくことが重

要である。中には改善策を検討するために期間を要するなど、直ちに評価結

果を反映させることが難しい場合もあると思うが、その場合でも、その理由

や検討経過などを明らかにして、市民への説明責任を果たす必要がある。

当委員会としても、評価結果や委員会の意見等を踏まえた事業の見直しの

状況について把握する責務があることから、市から進捗状況の報告を受け確

認を行っていきたい。
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５ 外部評価の結果

№ 事　務　事　業　名

1 テレビ・ラジオ放送事業 Ｂ 見直し

2 鹿児島中央駅市民プラザ管理運営費 Ｂ 見直し

3 市税及び市債権徴収強化対策事業 Ａ 継続

4 納税お知らせセンター事業 Ａ 継続

5 基本研修及び専門研修の充実 Ｃ 統合

6 職場研修の充実（自主研修の講師謝金の援助等） Ｃ 統合

7 統合型ＧＩＳ運営事業 Ａ 継続

8 環境衛生功労者表彰事業　　　　　　　　　 Ａ 継続

9 市営墓地施設改良事業 Ａ 継続

10 市営墓地環境整備事業 Ａ 継続

11 にぎわい商店街づくり支援事業 Ｂ 見直し

12 中小企業振興条例に基づく助成事業 Ａ 継続

13 中小企業異業種交流支援事業 Ｃ 統合

14 中小企業情報化促進事業 Ｃ 統合

15 中小企業指導団体助成事業 Ｂ 見直し

16 竹工芸マイスター養成講座 Ｂ 見直し

17 伝統的工芸産業の振興 Ａ 継続

18 新規創業者等育成支援事業 Ｃ 統合

19 ソーホーかごしま管理運営事業 Ｃ 統合

20 ソフトプラザかごしま管理運営事業 Ｃ 統合

21 伝統的工芸産業の活路開拓支援事業 Ｂ 見直し

22 特産品宣伝事業 Ａ 継続

23 特産品コンクール開催事業 Ｂ 見直し

24 障害者等雇用促進事業（表彰事業） Ｆ 廃止

25 幼児むし歯予防事業 Ｃ 統合

26 就学前歯の健康づくり事業 Ｃ 統合

27 子育てほっとクラブ事業 Ｆ 廃止

28 かごしま市民健康55プラン推進事業 Ｃ 統合

29 55プランでゴーゴー！普及キャンペーン事業 Ｃ 統合

30 自殺対策事業 Ａ 継続

31 食育推進事業 Ｂ 見直し

32 地域食育推進事業 Ａ 継続

33 高規格幹線道路・地域高規格道路の整備促進 Ａ 継続

34 国道・県道の整備促進 Ａ 継続

35 東西幹線・南北幹線道路の整備促進事業 Ａ 継続

外  部  評  価

３５事業のうち、Ａの継続は１４事業、Ｂの見直しは８事業、Ｃの統合は１１事業、

Ｆの廃止は２事業であり、見直し等の割合は６０％となっている。各事務事業の詳し

い評価結果は次ページ以降のとおりである。



№ 事務事業名 事業実施課

1 テレビ・ラジオ放送事業
総務局
広報課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和37年度
【概　 要】
　市の重要施策や市政に関する情報などを市民にわかりやすく広報する市政広報番組を地元民間
放送局6社で放送する。
【対象者】
　市民等
【具体的な活動内容】
　・テレビによる市政広報
　　(30分番組)月1回、日曜日にＫＴＳ、ＫＹＴ、ＭＢＣの3局で放送
　　(5分番組)毎週金曜日、ＫＫＢで放送
　・ラジオによる市政広報
　　(30分番組)月1回、土曜日に鹿児島シティエフエムで放送
　　(5分番組)鹿児島シティエフエム（週２回）、ＭＢＣラジオ（週１回）、エフエム鹿児島（週１回）の3局
　　　　　　　　で放送

評価内容

　市の施策や市政に関する情報をテレビ・ラジオを通してわか
りやすく幅広く市民に広報するために必要な事業であるが、
情報伝達媒体も多様化してきており、また、視聴率が低迷し
ている番組もあることから、より効果的な事業となるよう、効果
等の検証と時代に即した広報方法の検討・見直しに継続して
取り組む必要がある。

 【評価】

Ｂ　見直し

改善点等

・視聴率が継続して低迷している番組について、その原因を
検証し、番組の放送時間帯や内容を見直す必要がある。

・ホームページ等での録画番組の配信について、トップページ
でのわかりやすい告知方法や録画番組を掲載しているペー
ジまで誰でも簡単にたどり着けるよう、さらに工夫すべきであ
る。

・番組制作について、職員で出来る業務がないかなど、さらに
効率的に事業を実施できないか、常に委託内容の見直しに
努める必要がある。
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№ 事務事業名 事業実施課

2 鹿児島中央駅市民プラザ管理運営費
総務局
広報課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成8年度
【概　 要】
　鹿児島中央駅西口の一画において、市民サービスステーションと併設して、市民等に市政に関す
る情報を提供する。
【対象者】
　市民等
【具体的な活動内容】
・市の施設や催物のパンフレット、ガイダンスビデオのほか、観光物産品の展示などによる市政広
報
・場所：鹿児島中央駅西口側１階
・面積：66.81㎡

評価内容

　現在、市民サービスステーションへの入口からの通路部分
の両壁面にパンフレットや特産品等を展示しているが、費用
対効果が低いと言わざるを得えない。中央駅という一等地に
見合った活用・運用を検討する必要がある。

 【評価】

Ｂ　見直し

改善点等

・利便性を活かしたイベント等（観光に関するもの、物産販売・
試食や試飲など）、民間を含めた諸団体と連携した取り組み
を速やかに検討すべきである。

・施設の利用状況や効果を把握する方法を速やかに検討す
べきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

3 市税及び市債権徴収強化対策事業
総務局

特別滞納整理課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成21年度
【概　要】
　負担の公平性や財源の確保を図り、健全財政を維持するため、市税及び市税以外の未収債権に
ついて、その縮減及び収納率向上のために市税徴収のノウハウを活用した滞納整理を強化する。
【対象者】　市税等の滞納者
【具体的な活動内容】
○市税の徴収強化策
・捜索、動産差押、タイヤロックによる車の差押、インターネット公売、滞納整理指導員の活用
○市税以外の徴収強化策
・債権回収対策本部会議の開催、全庁的な滞納整理研修の実施、奨学資金等の支払督促の申立
て

評価内容
　市の財政の健全性を保ち、負担の公平性を維持するため、
市税等の高額滞納案件や徴収困難案件等の徴収強化に取
り組むことは必要である。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・債権の引受基準を下げ、滞納案件等の徴収強化をさらに推
進する必要がある。
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№ 事務事業名 事業実施課

4 納税お知らせセンター事業
総務局
納税課

特別滞納整理課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成20年度
【概　要】市税及び国民健康保険税などの滞納者に対し、電話による自主納付の呼びかけ等を民間
委託により行う。
【対象者】市税等の現年課税分の新規滞納者
【具体的な活動内容】
納付期限を過ぎて督促状を発送後も納付がない方に、電話による納付の呼びかけを行う。
○納付の呼びかけを行っているもの
・市税、国民健康保険税、災害援護資金貸付金、民生安定資金、介護保険料、保育料、延長保育
料、母子寡婦福祉資金貸付金、住宅使用料、後期高齢者医療保険料、奨学資金貸付金（奨学金・
入学一時金）、給食費、児童クラブの保護者負担金
○時間
・平日：9時～17時、12時～20時、9時～20時、土日祝：9時～17時（月２回）

評価内容
　市税等の初期滞納者に対し早い段階で働きかけを行うこと
は、滞納の早期解消等のために必要である。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等

・電話がつながりやすい曜日や時間帯等の分析を行い、同セ
ンターの開設日や開設時間の見直しなど常に業務内容の改
善に取り組み、さらに効果的な事業の推進を図る必要があ
る。

・委託料については、毎年度、業務内容を精査し縮減に努め
る必要がある。
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№ 事務事業名 事業実施課

5 基本研修及び専門研修の充実
総務局
人事課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和31年度
【概　 要】
　職員の能力開発を目的とした各種研修を実施し、市政を推進する上で必要な政策形成能力、対
外折衝能力及びコミュニケーション能力などを向上させるほか、公務員としての自覚と倫理意識の
向上や法令遵守の徹底を図り、市民から信頼される職員を育成する。
【対象者】
　全職員
【具体的な活動内容】
　①基本研修（階層別研修）及び専門研修の充実
　②派遣研修の推進

評価内容
　職員としての資質向上に必要不可欠であるが、「職場研修
の充実」と目的や手段が重複する部分も多いため統合すべき
である。

 【評価】

C　統合

改善点等

・「職場研修の充実」と統合すべきである。

・研修を受けた職員のパフォーマンスの向上がどのように変
化したのかなど、研修の成果の検証を行うべきである。

・eラーニングなどインターネット環境を使った新しい方法もあ
ることから、さらに効率的な実施方法を検討すべきである。

・接遇など民間の発想を積極的に取り入れる研修カリキュラ
ムもより多く検討すべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

6 職場研修の充実（自主研修の講師謝金の援助等）
総務局
人事課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和31年度
【概　 要】
　職場における職務遂行能力の向上を目的に、各課で実施する職場研修を推進するとともに、効果
的な研修の実施を支援し、研修に関する情報提供や講師謝金の援助等を行う。
【対象者】
　全職員
【具体的な活動内容】
　①職場研修に必要な講師の紹介などの情報提供
　②各課で実施する職場研修に従事する講師への謝金援助

評価内容
　職員としての資質向上に必要不可欠であるが、「基本研修
及び専門研修の充実」と目的や手段が重複する部分も多い
ため統合すべきである。

 【評価】

C　統合

改善点等 　「基本研修及び専門研修の充実」と統合すべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

7 統合型ＧＩＳ運営事業
総務局

情報システム課

【少数意見】
　インターネット上では民間の地図情報サービスが発達しており、「かごしまｉマップ」操作性の
面から一般市民のニーズに応えられるものであるとは考えにくい。特に観光に関しては、ホー
ムページサイトメニュー「観光・イベント」内から「かごしまぶらりまち歩き」を見る方が情報も充
実している（Googleマップが利用されている）ことから、「かごしまiマップ」の次回更新時には掲
載内容から外すべきである。

事業概要

○事業開始年度　平成18年度
【概　 要】
　複数の部局が各業務において共用する地図データを一元的に管理する「統合型ＧＩＳ（地理情報シ
ステム）」の運用を行う。また、地図データを使って、公共施設や観光等の情報をインターネット上で
提供する「かごしまiマップ」により市民の利便性向上を図る。
【対象者】
　統合型GISは職員、かごしまiマップは市民等
【具体的な活動内容】
　統合型GISの運用、iマップによる市民等への地図情報提供

評価内容

　庁内向けの統合型ＧＩＳについては、業務に必要な様々な地
図情報を一元的に管理し、共有するものであり、業務の効率
化、迅速化のため必要なものである。
　しかし、市民向けの地図情報サービス「かごしまiマップ」に
ついては、行政が有する地図情報を市民に還元する取組は
意義のあることであるが、類似の民間サービスが多数あるこ
とから、必要最小限の機能に留めるべきである。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等

・「かごしまiマップ」については、費用対効果の視点に留意し、
データの項目数が必要以上に増えないように事業費の管理
を徹底すべきである。

・また、「かごしまiマップ」では、避難所の位置など、市民に
とって必要な情報が掲載されているので、さらに周知を図る必
要がある。
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№ 事務事業名 事業実施課

8 環境衛生功労者表彰事業
環境局

環境衛生課

【少数意見】
　 町内会長個人を表彰することが、地域住民の意欲向上等に効果があるか疑問であることか
ら、町内会等の具体的な活動内容を対象とする団体表彰への切り替えや、表彰に代わる活動
奨励策を検討すべきである。

事業概要

○事業開始年度　昭和33年度
【概　 要】
　鹿児島市、鹿児島市衛生組織連合会の共催により、環境衛生改善活動や清掃美化活動等に功
績があった地区組織の指導者、個人、団体又はグループ等を環境衛生功労者として表彰する。
【対象者】
　・鹿児島市衛生組織連合会の会員
　・鹿児島市認定のまち美化推進団体
【具体的な活動内容】
　鹿児島市環境衛生大会を開催し、表彰式を行う。

評価内容
　地域の環境衛生に係る活動の促進や、まち美化意識の向
上のために必要な事業である。

 【評価】

A　継続

改善点等

・表彰者のうち、地区組織の指導者として町内会長を在職年
数で表彰しているが、具体的な活動実績を選考基準に加える
など、より効果的に事業を推進できるよう改善に努めるべきで
ある。
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№ 事務事業名 事業実施課

9 市営墓地施設改良事業
環境局

環境衛生課

【少数意見】
　市営墓地の利便性向上という目的が共通していることから、「市営墓地環境整備事業」との
統合を検討すべきである。

事業概要

○事業開始年度　平成元年度
【概要】
　市営墓地(18箇所)の法面、参道、側溝等の改良及びトイレ、給水栓の設置を年次的に行い、墓参
者の安全確保及び利便性の向上を図る。
【対象者】
　市営墓地利用者
【具体的な活動内容】
　年次計画に基づく、法面・参道・側溝整備及び防護柵設置等

評価内容
　墓参者の安全確保及び利便性向上のために必要な事業で
ある。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等

・「市営墓地環境整備事業」と連携を取りながら、ハード・ソフ
ト両面から効果的な事業実施に努めるべきである。

・「墓参者の安全確保及び利便性の向上」の指標としては、事
故や苦情等の件数減少によって見る方法も考えられるので、
今後、成果を数値で把握するよう努めるべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

10 市営墓地環境整備事業
環境局

環境衛生課

【少数意見】
　市営墓地の利便性向上という目的が共通していることから、「市営墓地施設改良事業」との
統合を検討すべきである。

事業概要

○事業開始年度　平成10年度
【概　 要】
　管理の行き届かない墓地区画等の整理を行い、空きスペースを利用し、参道等の整備や休憩施
設を設置する等、墓参者の利便性向上を図る。
【対象者】
　市営墓地利用者
【具体的な活動内容】
　管理の行き届かない墓地区画の使用者に対する立札設置及び官報広告等。墓地使用者からの
申し出に対し、管理改善等の指導。改葬及び墓石撤去など。

評価内容
　墓地区画等を整理し、空きスペースを活用した環境整備を
図ることは必要なことである。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・「市営墓地施設改良事業」と連携を取りながら、ハード・ソフ
ト両面から効果的な事業実施に努めるべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

11 にぎわい商店街づくり支援事業
経済局

産業支援課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成19年度
【概　 要】
　来街者の商店街に対する意識調査や経営者に対する実態調査などの商店街診断を実施し、診
断結果を踏まえて、商店街づくり研究会（商店街会員を中心にコーディネーター、市職員が参加）を
組織し、商店街として取り組むべき点や個店としての対応などについて計画を策定する。
【対象者】
　商店街
【具体的な活動内容】
21年度：1団体（宇宿商店街振興組合）
22年度：1団体（鹿児島中央駅西口通り会）

評価内容
　平成２３、２４年度の２年間実施商店街が無かったことを踏
まえ、商店街の負担軽減を図るなど、より取り組みやすいよう
に事業内容を見直す必要がある。

 【評価】

Ｂ　見直し

改善点等

・商店街が抱えている問題を今一度現場から吸い上げ、ニー
ズを把握した上で、商店街の負担軽減を図るなど、より取り組
みやすいように見直すべきである。

・申請を待つ受け身的な支援ではなく、説明会の開催や成功
事例の紹介など、積極的なアプローチを行うべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

12 中小企業振興条例に基づく助成事業
経済局

産業支援課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和48年度
【概　 要】
・組織化助成：中小企業者が法人である事業協同組合等を組織した場合、１法人あたり１０万円の
範囲内で助成する。
・共同施設設置助成：市内の商店街振興組合や事業協同組合が公衆の利便に寄与する共同施設
（アーケード・街路灯等）を設置した場合、または構成員の事業共同化のための共同施設を設置し
た場合、中小企業振興条例に基づき、１００分の５０の範囲内で助成する。限度額は１億円。
【対象者】
・組織化助成：中小企業者の団体、共同施設設置事業：商店街等
【具体的な活動内容】
・組織化助成：21年度0団体、22年度0団体、23年度0団体
・共同施設設置事業補助実績：21年度1団体、22年度4団体、23年度2団体

評価内容
　本市中小企業者の組織化や商店街の環境整備を推進する
ために必要な事業である。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・共同施設設置事業補助については、維持補修に対する補
助の検討など、商店街等の現状やニーズに合ったより効果的
な事業の推進に努める必要がある。
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№ 事務事業名 事業実施課

13 中小企業異業種交流支援事業
経済局

産業創出課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成 2年度
【概　 要】
　中小企業者が異分野の企業と相互に交流することを支援し、交流を通じ、企業の融合化・ニュー
ビジネスの創造の促進を図ることを目的とする異業種交流支援事業実行委員会に対し、負担金を
支出する。
【対象者】
　農林水産事業者、商工業事業者
【具体的な活動内容】
・実行委員会で決められたテーマに沿って、異業種交流グループによる研究会を立ち上げ、事業化
モデルの構築へ向け２年間支援する。
・異業種交流支援事業実行委員会（本市と県中小企業団体中央会等で組織）にて研究会の取り組
みを支援

評価内容

　中小企業者の交流を支援し、ニュービジネスの創造の促進
を図ることは必要であるが、平成２３年度から実施している、
本市の特性や地域資源を生かした新製品・商品・サービスの
創出に取り組む「新産業創出支援事業」に事業目的や内容が
包含されることから、当事業と統合すべきである。

 【評価】

Ｃ　統合

改善点等
・「新産業創出支援事業」に統合し、その中で新たな事業手法
を検討し、実施していくべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

14 中小企業情報化促進事業
経済局

産業創出課

【少数意見】
　各種セミナーは、類似事業が中小企業団体でも行われているため、廃止すべきである。

事業概要

○事業開始年度　平成13年度
【概　 要】
　ソフトプラザかごしまの情報提供コーナーの運営、情報化セミナー等の開催により、市内中小企業
の情報化の促進を図る。また、ソフトプラザかごしま入居企業をはじめ、市内の情報関連企業に対
しソフト面からの支援策を行うことにより、今後、成長の見込める情報関連産業の育成を図る。
【対象者】
　市内中小企業者等
【具体的な活動内容】
　・ソフトプラザかごしま情報提供コーナーの運営（ビジネス関係図書の貸出）
　・情報化、ＩＴ技術者の人材育成セミナー等の開催（24年度：計15回）

評価内容

　市内中小企業の情報化促進や情報関連産業の育成のため
に必要な事業であるが、この事業が開始された平成13年度
当時と比べると中小企業の情報化が進展し状況も変化してい
ることから、これらの変化に即した効果的な事業展開を図る
ため、「ソフトプラザかごしま管理運営事業」等と統合すべきで
ある。

 【評価】

C　統合

改善点等

・「新規創業者等育成 支援事業」、「ソフトプラザかごしま管理
運営事業」、「ソーホーかごしま管理運営事業」と統合し、ハー
ド、ソフトを含めた一体的な推進を図るべきである。

・情報化セミナー等の開催については、情報化にとらわれな
いセミナー等の充実に努めるべきである。

 24



№ 事務事業名 事業実施課

15 中小企業指導団体助成事業
経済局

経済政策課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和２８年度
【概　 要】
　鹿児島市中小企業振興条例等に基づき、中小企業者及び事業協同組合等の総合的な向上、改
善と育成に努めている指導団体に対し、助成金を交付することにより、団体の行う事業の円滑な運
営を促進する。
【対象者】
　商工業者
【具体的な活動内容】
　鹿児島市中小企業振興条例等により定める指導団体に対し、補助金を交付し、団体の行う事業
の円滑な運用を支援する。

評価内容
　本市経済の活性化のため中小企業者等の指導団体の円滑
な運営を支援することは必要であるが、より効果的な助成と
なるよう補助金の算定方法等の見直しを行うべきである。

 【評価】

Ｂ　見直し

改善点等

・毎年度、定額の助成金を継続するのではなく、各団体の活
動内容、財政状況、会員数の増減に応じた補助金の算定を
行うべきである。

・補助金を活用して行われた事業の実施状況等の成果につ
いて、具体的な数値により把握する必要がある。
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№ 事務事業名 事業実施課

16 竹工芸マイスター養成講座
経済局

産業支援課

【少数意見】
　「竹産業の振興・発展」が見込めるかを見極め、発展が見込めないのであれば、他事業との
統合や事業の縮小を検討すべきである。

事業概要

○事業開始年度　平成元年度
【概　 要】
　竹工芸技術の継承と竹工芸に対する市民の理解を深めるため、竹工芸マイスター養成講座（初
級・中級・上級・再上級）を開催する。
【対象者】
　市民
【具体的な活動内容】
・事業：初級・中級・上級・再上級の4講座の開催
・費用負担：無料

評価内容

　竹工芸技術の継承と後継者養成のために必要な事業であ
るが、事業開始後２０年間、講座修了生の中から竹工芸品の
製造販売を生業とする人材を輩出できていないことから、講
座終了後の支援策を含め、事業内容を見直す必要がある。

 【評価】

Ｂ　見直し

改善点等

・竹工芸品の製造販売を生業とする後継者を育成し、産業振
興につなげていく方策が必要なことから、講座内容の充実と
ともに、講座修了後の就業、起業や販売促進に対する支援に
ついても取り組むべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

17 伝統的工芸産業の振興
経済局

産業支援課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和---年度
【概　 要】
　市内の伝統的工芸産業（大島紬・竹）業者の作業場を提供し、本場大島紬産業、竹産業の振興・
育成を図る。
【対象者】
　市内の大島紬製造業者・竹工芸品製造業者
【具体的な活動内容】
・伝統的工芸産業に従事する業者の作業場の提供（大島紬締機センター、大島紬のり張りセン
ター、竹産業振興センター）
・全国和装産地市町村協議会等への参加

評価内容
　本市の伝統工芸産業の振興・発展を支える拠点施設の運
営のために必要な事業である。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・施設警備や点検業務の委託料の節減を図るなど、さらに効
率的な運営に努めるべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

18 新規創業者等育成支援事業
経済局

産業創出課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成20年度
【概　 要】
　インキュベーション・マネージャーを配置し、経営・販路面のアドバイスなどを行うとともに、イベン
ト、セミナーを開催するなど、新規創業者等を育成支援する。
【対象者】
　ソーホーかごしま等の入居者、市内新規創業者・中小企業者など
【具体的な活動内容】
　・ソーホーかごしま入居者等に対する経営指導等（通年）
　・新規創業者等に対する助言・指導等（通年）
　・ＳＯＨＯ支援イベント（年2回）、セミナー等（年3回程度）の開催
　・関係機関と連携した創業支援

評価内容

　新規創業を促進し、雇用の創出・経済の活性化を図るうえ
で必要な事業であるが、関連事業との連携を強化し、さらに
効果的な事業展開を図るため、「ソーホーかごしま管理運営
事業」等と統合すべきである。

 【評価】

C　統合

改善点等

・「中小企業情報化促進事業」、「ソフトプラザかごしま管理運
営事業」、「ソーホーかごしま管理運営事業」と統合し、ハー
ド、ソフトを含めた一体的な推進を図るべきである。

・　統合後は、ソフトプラザ、ソーホーかごしまの両施設に配置
しているインキュベーションマネージャーのあり方について
は、配置人数を含め見直すべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

19 ソーホーかごしま管理運営事業
経済局

産業創出課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成１７年度
【概　 要】
　ＳＯＨＯを育成･支援するための拠点施設「ソーホーかごしま」の管理・運営を行うことにより、ベン
チャービジネスの展開や新規創業を促進し、本市経済の活性化を図る。
【対象者】
　ＳＯＨＯ事業者
【具体的な活動内容】
　ＳＯＨＯ事業者を育成･支援する拠点施設「ソーホーかごしま」の管理・運営を行う。

評価内容

　新規創業を促進し、雇用の創出・経済の活性化を図るうえ
で必要な事業であるが、関連事業との連携を強化し、さらに
効果的な事業展開を図るため、「新規創業者等育成支援事
業」等と統合すべきである。

 【評価】

C　統合

改善点等
・「中小企業情報化促進事業」、「新規創業者等育成支援事
業」、「ソフトプラザかごしま管理運営事業」と統合し、ハード、
ソフトを含めた一体的な推進を図るべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

20 ソフトプラザかごしま管理運営事業
経済局

産業創出課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成１３年度
【概　 要】
　本市における情報関連企業の育成支援や中小企業の情報化、市外からの情報関連企業の誘致
などを促進するための拠点施設として、その管理・運営を行う。
【具体的な活動内容】
　・情報提供コーナーの受付業務等を担う臨時職員の雇用
　・警備、清掃、設備点検、ごみ搬出、その他保守点検等委託業務
　・施設修繕    ・インターネット接続関係   ・光熱水費関係　等

評価内容

　本市情報関連産業の育成や地元中小企業の情報化を図る
ために必要な事業であるが、中小企業の情報化が進展し、近
年の入居率も低迷していることから、「ソーホーかごしま管理
運営事業」等の関連事業と統合し、さらに効果的な事業展開
を図る必要がある。

 【評価】

C　統合

改善点等

・「中小企業情報化促進事業」、「新規創業者等育成支援事
業」、「ソーホーかごしま管理運営事業」と統合し、ハード、ソフ
トを含めた一体的な推進を図るべきである。

・入居要件の緩和や積極的に広報するなど、入居率向上策
に取り組むべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

21 伝統的工芸産業の活路開拓支援事業
経済局

産業支援課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和55年度
【概　 要】
　大島紬・竹工芸品の活路開拓のためのイベント活動や展示販売会に対する助成を行うとともに、
県などと共同で実行委員会を組織して、薩摩焼フェスタを開催することにより、伝統的工芸産業（大
島紬・竹工芸・薩摩焼）の振興を図る。
【対象者】
　本場大島紬織物協同組合、竹工芸振興組合、薩摩焼製造業者等
【具体的な活動内容】
・本場大島紬織物協同組合が行う活路開拓のためのイベント活動や、竹工芸振興組合が行う竹製
品の展示販売会の事業費の一部を助成。
・「薩摩焼フェスタ」において、新作展や作品展等を開催。

評価内容

　大島紬、竹工芸、薩摩焼のイベント活動等に対する助成を
行うことは、伝統的工芸産業の振興・発展のために必要であ
るが、さらなる成果向上に向けて、イベントの実施方法等につ
いて見直すべきである。

 【評価】

B　見直し

改善点等

・現在、大島紬、竹工芸、薩摩焼のイベントは別々に実施され
ているが、他の伝統的工芸品や新しい特産品と合同して開催
することにより、新たな顧客の開拓など相乗効果が期待でき
ることから、合同イベント等を開催すべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

22 特産品宣伝事業
経済局

産業支援課

【少数意見】
　鹿児島の特産品は、お茶、焼酎、大島紬、屋久杉など県の観光事業とも重なる部分も多く、こ
のガイドブックを５、６年おきに市単独で作成することによる観光客への販売効果が表れている
か疑問である。また、このガイドブック作成・配布を一つの事業として独立させる必要はなく、
「メイドインかごしま支援事業」の枠組みの中で行うべきである。

事業概要

○事業開始年度　昭和38年度
【概　 要】
　本市の特産品を紹介・宣伝し、販路拡大を図るため、特産品ガイドブックを作成するとともに、福
岡市で開催予定の「九州地区観光宣伝隊」において、本市の特産品を紹介・宣伝する。
【対象者】
　観光客・市民等
【具体的な活動内容】
・ガイドブック発行部数：30,000部（日本語）、5,000部（外国語版4種類）
・ガイドブック配布先：県内ホテル・業者、市主催イベント、観光案内所、市施設・県外事務所等

評価内容
　本市の特産品を紹介・宣伝し、販路拡大を図るために必要
な事業である。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・本市特産品の認知度の向上や売上の増加等の成果指標を
設定し、効果を把握する必要がある。

 32



№ 事務事業名 事業実施課

23 特産品コンクール開催事業
経済局

産業支援課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成2年度
【概　 要】
　県などと共同で実行委員会を組織し、県内の製造業者が新たに開発・製造・改良した商品につい
て、コンクールを開催し、入賞商品を県内外で紹介宣伝することにより、特産品のＰＲと販路拡大を
図る。
【対象者】
　県内製造業者
【具体的な活動内容】
・新特産品の表彰(入賞商品22点）
・コンクール出品業者を対象にしたＩＴセミナー
・商品の展示・販売・ＰＲ等

評価内容
　本市特産品の生産技術の向上と製品開発意欲を高揚し販
路拡大するために必要な事業であるが、入賞商品のＰＲな
ど、事業内容のさらなる改善が必要である。

 【評価】

B　見直し

改善点等

・コンクール以後にどのような支援が必要かなど、事業内容に
ついてさらに分析・検討する必要がある。

・入賞商品の認知度向上策や販売促進策について、既存イ
ベントを活用するなど、なるべくコストをかけないよう工夫しな
がら、充実を図る必要がある。

・入賞商品のその後の販売実績など、特産品の販路拡大の
実績が分かる成果指標を設定し、効果を把握すべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

24 障害者等雇用促進事業（表彰事業）
経済局

雇用推進課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和59年度
【概　 要】
　障害者等の雇用の促進と職業の安定を図るため、障害者雇用優良事業所や障害者優良従業員
を表彰する。また、障害者の社会参加促進のため、障害者雇用ガイドを作成し配布する。
【具体的な活動内容】
　障害者雇用優良事業所及び障害者優良従業員表彰式
　・開催時期　９月
　・開催回数　１回
　障害者雇用ガイド
　・発行部数　7,500部

評価内容

　障害者の雇用促進と職業安定を図るための取り組みは必
要であるが、近年、民間企業における障害者雇用率も上昇し
てきており、表彰制度の意義は低下していると考えられること
から、当表彰は廃止し、他のより効果的な取り組みを検討す
べきである。

 【評価】

Ｆ　廃止

改善点等

・表彰制度に代わる障害者雇用の促進と働く障害者の意欲
向上を図る施策を別途検討し、当表彰は廃止すべきである。

・障害者雇用ガイドの作成については、他の事業に統合すべ
きである。
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№ 事務事業名 事業実施課

25 幼児むし歯予防事業
健康福祉局
保健予防課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　　２歳児：平成元年度、２歳６か月児：平成３年度、１歳児：平成４年度
【概　 要】
　幼児の歯科健診及びフッ素塗布を歯科医療機関に委託して実施することにより、むし歯を予防す
る。
【対象者】
　１歳児、２歳児、２歳６か月児
【具体的な活動内容】
　１歳児は歯科健診及び保健指導、２歳児、２歳６か月児は歯科健診及びフッ素塗布を委託歯科医
療機関で実施する。
　・１歳児：自己負担なし
　・２歳児、２歳６か月児：自己負担600円

評価内容

　幼児の虫歯の予防と口腔の健康の保持増進のため必要な
事業であるが、「就学前歯の健康づくり事業」と事業内容がほ
ぼ同一であることから、効率的に事業を実施するため、同事
業と統合すべきである。

 【評価】

C　統合

改善点等

・「就学前歯の健康づくり事業」と統合すべきである。

・２歳及び２歳６か月児に対しては、歯科健診とフッ素塗布を
セットで実施しているが、受診しやすいように、歯科健診のみ
でも受けられるよう見直しを検討すべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

26 就学前歯の健康づくり事業
健康福祉局
保健予防課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成２０年度
【概　 要】
　幼児の歯科健診及びフッ素塗布を歯科医療機関に委託して実施することにより、むし歯を予防す
る。
【対象者】
　翌年度に小学校入学を控えた幼児
【具体的な活動内容】
　対象者に受診票を個別送付し、歯科健診及びフッ素塗布を委託歯科医療機関で実施する。
　・自己負担：600円

評価内容

　幼児の虫歯の予防と口腔の健康の保持増進のため必要な
事業であるが、「幼児むし歯予防事業」と事業内容がほぼ同
一であることから、効率的に事業を実施するため、同事業と
統合すべきである。

 【評価】

C　統合

改善点等

・「幼児むし歯予防事業」と統合すべきである。

・歯科健診とフッ素塗布をセットで実施しているが、受診しや
すいように、歯科健診のみでも受けられるよう見直しを検討す
べきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

27 子育てほっとクラブ事業
健康福祉局

子育て支援推進課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成２１年度
【概　 要】
　地域の子育て支援活動の一層の活性化と既存施設の有効活用を図るため、地域で子育てに関
する活動を行う自主グループの活動場所として、児童クラブの運営に支障のない範囲内において、
児童クラブの専用施設を提供する。
【対象者】
　地域で子育てに関する活動を行う市民による自主グループ
【具体的な活動内容】
　・24年4月1日現在　７か所設置
　・費用負担無

評価内容

　地域の子育て支援活動の活性化を図るため、地域で子育
てに関する活動を行う自主グループに活動の場を提供するこ
とは必要であるが、利用実績が低迷しているとともに、すこや
か子育て交流館や親子つどいの広場の整備に伴い、活動の
場の提供をはじめとした子育てグループへの支援体制が充
実してきていることから、当事業は廃止すべきである。

 【評価】

Ｆ　廃止

改善点等
・各地域における親子つどいの広場の整備に応じて、段階的
に廃止すべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

28 かごしま市民健康55プラン推進事業
健康福祉局
健康総務課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成14年度
【概　 要】
　かごしま市民健康55プラン（計画期間：14～24年度）をもとに、鹿児島市健康づくり推進市民会議
等と連携を図り、市民一人ひとりが主体的に取り組む健康づくりを推進する。
【対象者】
　全市民
【具体的な活動内容】
　市民会議の協働推進、推進検討委員会の開催、55プラン普及用パンフレットの作成、健康ニュー
スの発行、たばこの煙のないお店・体にやさしいかごしまメニューのお店登録店の拡充、ウォーキン
グマップによるプラス1,000歩運動の推進。

評価内容

　かごしま市民健康55プランのもと、市民一人一人が主体的
に取り組む健康づくりを推進するために必要な事業である
が、「55プランでゴーゴー普及キャンペーン事業」と一体的に
取り組んだ方が効率的、効果的に実施できると考えられるこ
とから、２５年度からの次期計画の推進にあたっては、同事業
と統合すべきである。

 【評価】

C　統合

改善点等

・次期計画の推進にあたっては、「かごしま市民健康55プラン
推進事業」と「55プランでゴーゴー！普及キャンペーン事業」
の両事業を統合し、一体的に取り組むべきである。

・市民の健康がどのように増進したかが分かる成果指標を設
定し、効果を把握する必要がある。
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№ 事務事業名 事業実施課

29 55プランでゴーゴー！普及キャンペーン事業
健康福祉局
健康総務課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成20年度
【概　 要】
　鹿児島市健康づくり推進市民会議と連携してかごしま市民健康55プラン（計画期間：14～24年度）
の周知度を高め、生活習慣病の予防に重点的に取り組む。
【対象者】
　全市民
【具体的な活動内容】
　・普及キャンペーン月間及びスローガンの設定（11月）
　・各関係機関･団体の取組強化
　・1日街頭キャンペーンの実施

評価内容

　鹿児島市民健康55プランの周知度の向上や、生活習慣病
予防の取り組みは必要であるが、予算規模も小さく、「かごし
ま市民健康55プラン推進事業」に事業目的や内容が包含さ
れることから、２５年度からの次期計画の推進にあたっては、
同事業に統合すべきである。

 【評価】

C 統合

改善点等

・次期計画の推進にあたっては、「かごしま市民健康55プラン
推進事業」と「55プランでゴーゴー！普及キャンペーン事業」
の両事業を統合し、一体的に取り組むべきである。

・市民の健康がどのように増進したかが分かる成果指標を設
定し、効果を把握する必要がある。
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№ 事務事業名 事業実施課

30 自殺対策事業
健康福祉局
保健予防課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成20年度
【概　 要】
　自殺予防に係る啓発、自殺に関する相談の実施等により、自殺対策を推進する。国の自殺総合
対策大綱により、数値目標として平成28年までに、平成17年の自殺死亡率を20％以上減少させる
ことを掲げている。
【対象者】
　市民
【具体的な活動内容】
　(1)自殺対策ネットワーク会議及び庁内連絡会議の開催
　(2)ゲートキーパー養成講座の実施
　(3)自殺に関する相談の実施
　(4)自殺予防に係る啓発

評価内容
　全国の年間自殺者数は高い水準で推移しており、自殺予防
に係る啓発や自殺に関する相談の実施等により、自殺対策
を推進することは必要である。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・医療福祉関係者などへの研修や、市医師会、弁護士会など
関係団体等との連携を強化するなど、さらに効果的な自殺対
策の推進に努めるべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

31 食育推進事業
健康福祉局
健康総務課

【少数意見】
　「地域食育推進事業」と統合すべきである。

事業概要

○事業開始年度　平成２１年度
【概　 要】
　食育推進計画に基づき、市民が食に関心を持ち、食を味わい、伝え、体験し、食育の楽しさを身に
つけることを通して食育を推進し、市民一人ひとりが健康で生き生きと生活できる活力ある社会の
実現をめざす。
【対象者】
　全市民
【具体的な活動内容】
・食育推進委員会の開催
・食育推進ネットワークへの支援
・食育の情報発信（食育情報紙の発行、食育ホームページでの情報提供、食育推進ポスターの発
行）
・食育推進支援員の派遣

評価内容

　健全な食生活、食習慣、食文化の継承、食の安全などの食
育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要
な事業であるが、さらに効果的に事業を展開するため、活動
内容や情報発信を工夫する必要がある。

 【評価】

B　見直し

改善点等

・食育ホームページについては、内容を充実させるとともに、
情報に簡単に到達できるように改善するほか、アクセス数に
ついても把握すべきである。

・市民に効果的に働きかける事業展開を図るため、関係団体
と事業内容について検討する機会の充実を図るべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

32 地域食育推進事業
健康福祉局
保健予防課

【少数意見】
　「食育推進事業」と統合すべきである。

事業概要

○事業開始年度　平成22年度
【概　 要】
　地域における食育推進のため「かごしま市食育推進計画」に基づき事業を実施し、市民の健全な
食生活の実現と豊かな食文化の継承及び発展に寄与する。
【対象者】全市民
【具体的な活動内容】
　・食育教室の開催
　・プラス1教室の実施
　・郷土料理教室の実施

評価内容
　食育教室や郷土料理教室は、市民の健全な食生活の推進
と豊かな食文化の継承及び発展のために必要な事業であ
る。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・「食育推進事業」と連携し、食に対する市民ニーズの把握に
努め、事業を推進する必要がある。
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№ 事務事業名 事業実施課

33 高規格幹線道路・地域高規格道路の整備促進
建設局

街路整備課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和55年度
【概　 要】
　高規格幹線道路・地域高規格道路の整備促進を図るため、関係市町等で組織する期成会等での
活動を通じて、国等への要望活動を行う。
【対象者】
　市民
【具体的な活動内容】
　南九州西回り自動車道建設促進期成会等において、国等への要望活動を行い、鹿児島市と沿線
市町・隣県を結ぶ高規格幹線道路等の整備促進を図る。
　※これまでの主な成果
　○南九州西回り自動車道　供用中：鹿児島ＩＣ～薩摩川内都ＩＣ間
　○東九州自動車道　　　　　供用中：鹿児島ＩＣ～曽於弥五郎ＩＣ間

評価内容

　高規格幹線道路・地域高規格道路が整備されることは本市
と周辺地域との発展を促すものであり、その早期整備のため
に関係市町で連携して要望活動に取り組むことは必要であ
る。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・高規格幹線道路供用率を成果指標としているが、各年度の
事業成果を把握しにくいことから、他の成果指標も検討すべ
きである。
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№ 事務事業名 事業実施課

34 国道・県道の整備促進
建設局

街路整備課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　昭和58年度
【概　 要】
　国道・県道の整備促進のため期成会、県市長会及び県との意見交換会等を通して強く要望する。
【対象者】
　市民
【具体的な活動内容】
　国道226号整備促進協議会等において、国や県への要望活動を行い、鹿児島市と沿線市町を結
ぶ国道・県道の整備促進を図る。

評価内容
　国道・県道が整備されることは本市と周辺地域の発展を促
すものであり、その早期整備のために関係市町で連携してい
くために必要な事業である。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・数値による成果指標を設定していないが、期成会の活動な
どへの参加以外に、職員の仕事の成果を把握することができ
る指標を検討すべきである。
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№ 事務事業名 事業実施課

35 東西幹線・南北幹線道路の整備促進事業
建設局

街路整備課

【少数意見】

事業概要

○事業開始年度　平成5年度
【概　 要】
　鹿児島東西・南北幹線道路の早期整備に向けて、民間団体等と一体となって国等に対する要望
活動等を幅広く展開し、両幹線道路の整備促進を図る。
【対象者】
　市民
【具体的な活動内容】
　市・市議会をはじめ経済団体、運輸団体等の民間団体を含む23団体で構成する「鹿児島東西・南
北幹線道路建設促進期成会」において、国・県への要望活動を行う。

評価内容

　鹿児島東西・南北幹線道路の整備は、本市の幹線道路ネッ
トワーク形成や、市街地の渋滞緩和を図るものであり、民間
団体等と一体となって国等に対する要望活動等を行うことは
必要である。

 【評価】

Ａ　継続

改善点等
・鹿児島東西道路供用延長を成果指標としているが、各年度
の事業成果を把握しにくいことから、他の成果指標も検討す
べきである。
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（ 参 考 資 料 ）

鹿児島市行政評価市民委員会設置要綱

（設置）

第１条 行政評価の客観性及び透明性を高めるため、第三者による評価機関として、鹿児島市

行政評価市民委員会（以下「市民委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 市民委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とし、市長に意見を述べるものとする。

(1) 政策、施策及び事務事業について、第三者の視点から評価を行うこと。

(2) その他行政評価の推進に関すること。

（組織）

第３条 市民委員会は、委員６人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等を代表する者

(3) 公募に応じた者

３ 市民委員会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長の職務）

第５条 会長は、市民委員会を代表し、会務を総理し、市民委員会の会議（以下「会議」とい

う。）の議長を務める。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を

代理する。

（会議）

第６条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

（庶務）

第７条 市民委員会の庶務は、総務局総務部行政管理課において処理する。
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（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、市民委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

付 則

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

付 則

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

  付 則

この要綱は、平成２１年５月１４日から施行する。


